
 

北海道から建築基準法に基づく定期報告に関するお知らせ 

令和８年度から 

北海道へ提出する定期報告書は、

副本が不要になります。 

正本 副本 

新様式 

新様式 

受付 

 副本は提出不要！！  副本に替わる新様式を提出 

 新様式を受理証として返却します。 

お問い

合わせ 
北海道建設部住宅局建築指導課  TEL：011-204-5097（直通）  

➢ 新様式 『提出文書兼受理証』は北海道の建築指導課ホームページからダウンロード 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/teikihoukoku.html 

報告者 振興局 


